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新旧対照表 
 

 

札幌市土木工事共通仕様書（令和 5年 10 月版）」を一部改定し、令和 6 年（2024 年) 4

月 12 日より適用する。 

                    

 

 

札幌市財政局 管財部 工事管理室 技術管理課 

  



札幌市土木工事共通仕様書 新旧対照表 
（改定後）令和 5 年 10 月版一部改定 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

Ⅰ 土木工事共通仕様書（本文） 
第１編 共通編 
第１章 総則 

Ⅰ 土木工事共通仕様書（本文） 

第１編 共通編 
第１章 総則 

 

１－１－１－38 交通安全管理 
１.～11.（略） 

12．交通誘導警備員の資格 

現道に係わる工事現場においては、交通誘導業務は原則として、警備業の認定を

受けている会社に所属する警備員が行わなければならない。 

受注者は、市街地（人口集中地区（DID 地区）及びこれに準じる地区）及び公安

委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場におい

て、交通誘導警備員を配置する場合は、以下の各号の規定によらなければならない。 

(1) 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警

備員または二級検定合格警備員を１名以上配置しなければならない。 

(2) 検定合格警備員であることを確認できる資料として、交通誘導警備業務に係る

一級または二級検定合格証明書の写しを施工計画書に含めて工事監督員に提出

しなければならない。 

やむを得ない理由により検定合格者を含む交通誘導警備員を配置できない場

合（公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現

場を除く）は、その理由書と交通処理計画を工事監督員に提出し、対応を協議し

なければならない。 

13.～16.（略） 

 

１－１－１－38 交通安全管理 
１.～11.（略） 

12．交通誘導警備員の資格 

現道に係わる工事現場においては、交通誘導業務は原則として、警備業の認定を

受けている会社に所属する警備員が行わなければならない。 

受注者は、市街地（人口集中地区（DID 地区）及びこれに準じる地区）及び公安

委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場におい

て、交通誘導警備員を配置する場合は、以下の各号の規定によらなければならない。 

(1) 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警

備員または二級検定合格警備員を１名以上配置しなければならない。 

(2) 検定合格警備員であることを確認できる資料として、交通誘導警備業務に係る

一級または二級検定合格証明書の写しを施工計画書に含めて工事監督員に提出

しなければならない。 

やむを得ない理由により検定合格者を含む交通誘導警備員を配置できない場

合（公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現

場を除く）は、その理由書と交通処理計画を工事監督員に提出し、対応を協議し

なければならない。 

13.～16.（略） 

 

 
 

対象工事・協議対象を明確化 

 

 

 

 

１－１－１－48 法定外の労災保険の付与 
１.～３.（略） 

４．受注者は「法定外の労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本また

は写しを、現場着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。 

５.～７.（略） 

 

１－１－１－48 法定外の労災保険の付与 
１.～３.（略） 

４．受注者は「法定外の労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本また

は写しを、現場着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。 

５.～７.（略） 

 

 
 

諸基準類との統一 

 
 

 



札幌市土木工事共通仕様書 新旧対照表 
（改定後）令和 5 年 10 月版一部改定 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

１－２－13－１ 一般事項 
１．塗料は、それぞれ表２－51 の規格に適合したものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．～５．（略） 

 

１－２－13－１ 一般事項 
１．塗料は、それぞれ表２－51 の規格に適合したものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．～５．（略） 

 

 
誤植訂正 

 

 



札幌市土木工事共通仕様書 新旧対照表 
（改定後）令和 5 年 10 月版一部改定 

２ 出来形管理基準 第１編 共通編 第４章 土工 
 
 
 
 

編 章 節 条 
枝

番 
工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 適用 

１ 

共
通
編 

４ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

２ １ 

掘削工（切土工） 

 基準高▽ ±50 
施工延⾧ 40ｍ（測定間隔 25ｍの場合は 50

ｍ）につき１箇所、延⾧ 40ｍ（または 50

ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇

所。 

基準高は、道路中心線及び端部で測定。た

だし、「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」の規定により測点による管

理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準

高は道路中心線及び端部で測定。 
 

 

法⾧Ｌ 

Ｌ＜5ｍ -100 

Ｌ≧5ｍ 法⾧-4％ 

幅Ｗ -100 

１ 

共
通
編 

４ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

２ ２ 

掘削工（切土工） 

（面管理の場合） 

 

  平均値 
個々の 

計測値 

１．３次元データによる出来形管理にお

いて、「３次元計測技術を用いた出来形

管理要領（案）」に基づき出来形管理を

面管理で実施する場合、その他本基準に

規定する計測精度・計測密度を満たす計

測方法により出来形管理を実施する場合

に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±50mm が含まれている。 
 
３．計測は平場面と法面（小段を含む）の

全面とし、全ての点で設計面との標高較差

または水平較差を算出する。計測密度は１

点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。 
 
４．法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内

に存在する計測点は、標高較差の評価から

除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にあ

る計測点は水平較差の評価から除く。 
 
５．評価する範囲は、連続する一つの面と

することを基本とする。規格値が変わる場

合は、評価区分を分割するか、あるいは規

格値の条件の最も厳しい値を採用する。 
 

 

平場 標高較差 ±50 ±150 

法面 

（小段含む） 

水平または 

標高較差 
±70 ±160 

法面 

（軟岩Ⅰ） 

（小段含む） 

水平または 

標高較差 
±70 ±330 

  

（旧）令和 5 年 10 月版 

２ 出来形管理基準 第１編 共通編 第４章 土工 
   
 

編 章 節 条 
枝

番 
工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 適用 

１ 

共
通
編 

４ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

２ １ 
掘削工（切土工） 

 基準高▽ ±50 
施工延⾧ 40ｍ（測定間隔 25ｍの場合は 50

ｍ）につき１箇所、延⾧ 40ｍ（または 50

ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇

所。 

基準高は、道路中心線及び端部で測定。た

だし、「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」の規定により測点による管

理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準

高は道路中心線及び端部で測定。 
 

 

法⾧Ｌ 

Ｌ＜5ｍ -100 

Ｌ≧5ｍ 法⾧-4％ 

幅Ｗ -100 

１ 

共
通
編 

４ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

２ ２ 

掘削工（切土工） 

（面管理の場合） 

 

  平均値 
個々の 

計測値 

１．３次元データによる出来形管理にお

いて、「３次元計測技術を用いた出来形

管理要領（案）」に基づき出来形管理を

面管理で実施する場合、その他本基準に

規定する計測精度・計測密度を満たす計

測方法により出来形管理を実施する場合

に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±50mm が含まれている。 
 
３．計測は平場面と法面（小段を含む）の

全面とし、全ての点で設計面との標高較差

または水平較差を算出する。計測密度は１

点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。 
 
４．法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内

に存在する計測点は、標高較差の評価から

除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にあ

る計測点は水平較差の評価から除く。 
 
５．評価する範囲は、連続する一つの面と

することを基本とする。規格値が変わる場

合は、評価区分を分割するか、あるいは規

格値の条件の最も厳しい値を採用する。 
 

 

平場 標高較差 ±50 ±150 

法面 

（小段含む） 

水平または 

標高較差 
±50 ±160 

法面 

（軟岩Ⅰ） 

（小段含む） 

水平または 

標高較差 
±70 ±330 

  

備考 
誤植訂正 

 



札幌市土木工事共通仕様書 新旧対照表 
（改定後）令和 5 年 10 月版一部改定 （旧）令和 5 年 10 月版 

付表（参考資料） 付表（参考資料） 

 
 

 

 
 

 

備考 付表より削除 

（様式　99）

〒 －

自
至

資 格 内 容
監理技術者
補 佐 名

[会社名・事業者ID]

[事業所名・現場ID]

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

号 年 月 日

第 号 年 月 日

大臣　特定
知事　一般

年 月 日

施 工 体 制 台 帳

第工事業

工事業建 設 業 の
許 可

許 可 業 種 許　可　番　号 許 可(更新 )年月日
大臣　特定
知事　一般

契 約
営 業 所

区　　分

元請契約

下請契約

発 注 者 名
及 び
住 所

工 期
年 月 日

契 約 日 年 月 日
年 月 日

名　　　　称 住　　　　所

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

健 康 保 険 厚生年金保険 雇 用 保 険

元請契約

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

事　業　所
整理記号等

区　分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申　出　方　法

下請契約

監理(主任) 専　任
非専任

資 格 内 容
技 術 者 名

監 督 員 名
権限及び意見
申　出　方　法

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申　出　方　法

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

専 門
技 術 者 名

有　　無 有　　無 有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

１.

２.

３.

４.
①

②

③

④

⑤

上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載のある場合は、その写しを添付することにより記載を省略するこ
とができる。
監理(主任)技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付ける※こと。※選択可
監理技術者が他現場と兼任（非専任）する場合は、監理技術者補佐（専任）を配置すること。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を
記載する。（監理(主任)技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる）
健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。元請契約又は下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付ける※こと。※選択可
元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契
約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

（記入要領）

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）

（様式　99）

〒 －

自
至

資 格 内 容
監理技術者
補 佐 名

[会社名・事業者ID]

[事業所名・現場ID]

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

号 年 月 日

第 号 年 月 日

大臣　特定
知事　一般

年 月 日

施 工 体 制 台 帳

第工事業

工事業建 設 業 の
許 可

許 可 業 種 許　可　番　号 許 可(更新 )年月日
大臣　特定
知事　一般

契 約
営 業 所

区　　分

元請契約

下請契約

発 注 者 名
及 び
住 所

工 期
年 月 日

契 約 日 年 月 日
年 月 日

名　　　　称 住　　　　所

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

健 康 保 険 厚生年金保険 雇 用 保 険

元請契約

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

事　業　所
整理記号等

区　分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申　出　方　法

下請契約

監理(主任) 専　任
非専任

資 格 内 容
技 術 者 名

監 督 員 名
権限及び意見
申　出　方　法

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申　出　方　法

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

専 門
技 術 者 名

有　　無 有　　無 有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

１.

２.

３.

４.
①

②

③

④

⑤

上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載のある場合は、その写しを添付することにより記載を省略するこ
とができる。
監理(主任)技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付ける※こと。※選択可
監理技術者が他現場と兼任（非専任）する場合は、監理技術者補佐（専任）を配置すること。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を
記載する。（監理(主任)技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる）
健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。元請契約又は下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付ける※こと。※選択可
元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契
約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

（記入要領）

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）
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付表（参考資料） 付表（参考資料） 

 
 

 

 
 

 

備考 付表より削除 

（様式　100）

〒 －

－ )

自
至

１.

２.

３.

安全衛生責任者名

※専門技術者名

　主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいず
れかに○印を付ける※こと。※選択可
　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等
でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主
任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事
の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼
ねることができる。）
　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要
する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
　主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入す
る）
①　実務経験年数による場合
　１）大学卒［指定学科］　　　　３年以上の実務経験
　２）短期大学卒［指定学科］　　３年以上の実務経験
　３）専門学校卒(専門士又は高度専門士)［指定学科］
　　　　　　　　　　　　　　　　３年以上の実務経験

　４）高等専門学校卒［指定学科］　３年以上の実務経験
　５）専門学校卒［指定学科］　　　５年以上の実務経験
　６）高校卒［指定学科］　　　　　５年以上の実務経験
　７）上記１～６以外　　　　　　１０年以上の実務経験

②　資格等による場合
　１）建設業法［技術検定］
　２）建築士法［建築士試験］
　３）技術士法［技術士試験］
　４）電気工事士法［電気工事士試験］
　５）電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
　６）消防法［消防設備士試験］
　７）職業能力開発促進法［技能検定］
　８）登録基幹技能者
　９）その他（民間資格等）

資 格 内 容

※主任技術者名
専　任
非専任

現場 代理 人名

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

号 年 月 日

第

年 月 日契 約 日

建 設 業 の
許 可

年 月 日

第

施工に必要な許可業種

《下請負人に関する事項》

(℡ 011 －

号

年 月 日

年 月 日

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

健康保険

資 格 内 容

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

有　　無

権限及び意見
申　出　方　法

１.

２.

３.

４.

５.

※［主任技術者、専門技術者の記入要領］

担当工事内容

外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

　下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の
区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可
　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

事　業　所
整理記号等

会 社 名 ・
事 業 者 ID

住 所
電 話

代 表 者 名

健 康 保 険 厚生年金保険

工事業
大臣　特定
知事　一般

工事業

工 期

許可(更新)年月日許　可　番　号

大臣　特定
知事　一般

年 月 日

雇 用 保 険

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

雇用保険

加　入　　　未加入
適用除外

厚生年金保険

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

営業所の名称

（様式　100）

〒 －

－ )

自
至

１.

２.

３.

安全衛生責任者名

※専門技術者名

　主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいず
れかに○印を付ける※こと。※選択可
　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等
でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主
任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事
の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼
ねることができる。）
　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要
する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
　主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入す
る）
①　実務経験年数による場合
　１）大学卒［指定学科］　　　　３年以上の実務経験
　２）短期大学卒［指定学科］　　３年以上の実務経験
　３）専門学校卒(専門士又は高度専門士)［指定学科］
　　　　　　　　　　　　　　　　３年以上の実務経験

　４）高等専門学校卒［指定学科］　３年以上の実務経験
　５）専門学校卒［指定学科］　　　５年以上の実務経験
　６）高校卒［指定学科］　　　　　５年以上の実務経験
　７）上記１～６以外　　　　　　１０年以上の実務経験

②　資格等による場合
　１）建設業法［技術検定］
　２）建築士法［建築士試験］
　３）技術士法［技術士試験］
　４）電気工事士法［電気工事士試験］
　５）電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
　６）消防法［消防設備士試験］
　７）職業能力開発促進法［技能検定］
　８）登録基幹技能者
　９）その他（民間資格等）

資 格 内 容

※主任技術者名
専　任
非専任

現場 代理 人名

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

号 年 月 日

第

年 月 日契 約 日

建 設 業 の
許 可

年 月 日

第

施工に必要な許可業種

《下請負人に関する事項》

(℡ 011 －

号

年 月 日

年 月 日

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

健康保険

資 格 内 容

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

有　　無

権限及び意見
申　出　方　法

１.

２.

３.

４.

５.

※［主任技術者、専門技術者の記入要領］

担当工事内容

外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

　下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の
区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可
　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

事　業　所
整理記号等

会 社 名 ・
事 業 者 ID

住 所
電 話

代 表 者 名

健 康 保 険 厚生年金保険

工事業
大臣　特定
知事　一般

工事業

工 期

許可(更新)年月日許　可　番　号

大臣　特定
知事　一般

年 月 日

雇 用 保 険

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

雇用保険

加　入　　　未加入
適用除外

厚生年金保険

加　入　　　未加入
適用除外

加　入　　　未加入
適用除外

営業所の名称
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付表（参考資料） 付表（参考資料） 

 
 

 

 
 

 

備考 付表より削除 

（様式　101）

工　事　作　業　所　災　害　防　止　協　議　会　兼　施　工　体　系　図

　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日～ 　　　年　月　日 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 工 期

担当工事内容

工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 工 期 　　　年　月　日 工 期

専 門 技 術 者

担当工事内容 担当工事内容

有 ・ 無

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無 特定専門工事の該当

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

許 可 番 号

特定専門工事の該当

大臣 特定

担当工事内容

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

安全衛生責任者 安全衛生責任者

許 可 番 号 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

第000000号

次下請 次下請

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請

～ 　　　年　月　日～ 　　　年　月　日 　　　年　月　日 ～ 工 期 　　　年　月　日

担当工事内容

工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

特定専門工事の該当 有 ・ 無

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

(注)　一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、
  　　現場責任者名、業務期間を記入する。 特定専門工事の該当 有 ・ 無 有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

許 可 番 号

安全衛生責任者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

次下請

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請次下請 次下請

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

○
○
○
工
事

会 長
統括安全衛生責任者

　　　年　月　日 ～ 工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

専 門 技 術 者

担当工事内容

専門技 術者名 元方安全衛生管理者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

特定専門工事の該当 有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者

担当工事内容 特定専門工事の該当 有 ・ 無

専門技 術者名 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号監理技 術者名 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名監 督 員 名

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

第000000号 許 可 番 号

有 ・ 無

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

大臣 特定 第000000号

元請名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請 次下請次下請次下請

特定専門工事の該当

工 事 名 称

監理技術者補佐
名

副 会 長
書 記

至 年 月 日

次下請

工 期 　　　年　月　日 工 期

担当工事内容

特定専門工事の該当

　　　年　月　日

大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

工 期 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

工 期 　　　年　月　日

発 注 者 名

工 期

自 年 月 日

（様式　101）

工　事　作　業　所　災　害　防　止　協　議　会　兼　施　工　体　系　図

　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日～ 　　　年　月　日 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 工 期

担当工事内容

工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 工 期 　　　年　月　日 工 期

専 門 技 術 者

担当工事内容 担当工事内容

有 ・ 無

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無 特定専門工事の該当

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

許 可 番 号

特定専門工事の該当

大臣 特定

担当工事内容

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

安全衛生責任者 安全衛生責任者

許 可 番 号 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

第000000号

次下請 次下請

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請

～ 　　　年　月　日～ 　　　年　月　日 　　　年　月　日 ～ 工 期 　　　年　月　日

担当工事内容

工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

特定専門工事の該当 有 ・ 無

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

(注)　一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、
  　　現場責任者名、業務期間を記入する。 特定専門工事の該当 有 ・ 無 有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

許 可 番 号

安全衛生責任者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

次下請

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請次下請 次下請

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

○
○
○
工
事

会 長
統括安全衛生責任者

　　　年　月　日 ～ 工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日工 期 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日 ～ 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

専 門 技 術 者

担当工事内容

専門技術 者名 元方安全衛生管理者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

特定専門工事の該当 有 ・ 無 特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者

担当工事内容 特定専門工事の該当 有 ・ 無

専門技術 者名 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

許 可 番 号 大臣 特定 第000000号監理技術 者名 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名監 督 員 名

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

代 表 者 名

第000000号 許 可 番 号

有 ・ 無

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

大臣 特定 第000000号

元請名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

○
○
○
工
事

会社名・事業者
ID

次下請 次下請次下請次下請

特定専門工事の該当

工 事 名 称

監理技術者補佐
名

副 会 長
書 記

至 年 月 日

次下請

工 期 　　　年　月　日 工 期

担当工事内容

特定専門工事の該当

　　　年　月　日

大臣 特定 第000000号 許 可 番 号 大臣 特定 第000000号

工 期 　　　年　月　日

担当工事内容 担当工事内容

工 期 　　　年　月　日

発 注 者 名

工 期

自 年 月 日
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（様式　102）

〈名札の例〉

自
至

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注２）所属会社の社印とする。

自
至

◇　◇建設株式会社

    ○年○月○○日
    ○年○月○○日

◇　◇建設株式会社

監理技術者補佐

○ ○　○ ○

写真

監理（主任）技術者

○ ○　○ ○

○　○　改良工事

    ○年○月○○日
    ○年○月○○日

写真

2cm×3cm
程度

○　○　改良工事

2cm×3cm
程度

印

氏 名

工事名

工 期

会 社

印

氏 名

工事名

工 期

会 社

（様式　102）

〈名札の例〉

自
至

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注２）所属会社の社印とする。

自
至

◇　◇建設株式会社

    ○年○月○○日
    ○年○月○○日

◇　◇建設株式会社

監理技術者補佐

○ ○　○ ○

写真

監理（主任）技術者

○ ○　○ ○

○　○　改良工事

    ○年○月○○日
    ○年○月○○日

写真

2cm×3cm
程度

○　○　改良工事

2cm×3cm
程度

印

氏 名

工事名

工 期

会 社

印

氏 名

工事名

工 期

会 社
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会 社 名

事業所名

イ

ロ

なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。

－

提出先及び
担　当　者

担当者： TEL：

工　事　名

元　請　け
監 督 員 名

権 限 及 び
意見申出方法

発 注 者 名

再下請負業者に対する通知

他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を

請け負わせたときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者

に対してこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。

元　請　名

再下請負通知書の提出

建設業法第24条の8第2項の規定により、遅滞なく建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14

号)第14条の4に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や健康保険等の加入状

況、及び主任技術者等の選任状況及び再下請負契約がある場合はその状況を、直近上位の注

文者を通じて元請負業者に報告されるようお願いします。

一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知を取りまとめ、下

請負業者編成表とともに提出してください。

施工体制台帳作成建設工事通知

 下請負業者の皆さんへ
【元請負業者】

年 月 日

施工体制台帳作成建設工事の通知

当工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8第1項の規定に基づき施工体制台帳の作成

を要する建設工事です。

この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設

工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます。)に請け負わせた時は、速

やかに次の手続きを実施してください。

なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じた時も、遅滞なく、変更の年月日を付記して

再提出しなければなりません。

会 社 名

事業所名

イ

ロ

なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。

－

提出先及び
担　当　者

担当者： TEL：

工　事　名

元　請　け
監 督 員 名

権 限 及 び
意見申出方法

発 注 者 名

再下請負業者に対する通知

他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を

請け負わせたときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者

に対してこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。

元　請　名

再下請負通知書の提出

建設業法第24条の8第2項の規定により、遅滞なく建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14

号)第14条の4に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や健康保険等の加入状

況、及び主任技術者等の選任状況及び再下請負契約がある場合はその状況を、直近上位の注

文者を通じて元請負業者に報告されるようお願いします。

一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知を取りまとめ、下

請負業者編成表とともに提出してください。

施工体制台帳作成建設工事通知

 下請負業者の皆さんへ
【元請負業者】

年 月 日

施工体制台帳作成建設工事の通知

当工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8第1項の規定に基づき施工体制台帳の作成

を要する建設工事です。

この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設

工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます。)に請け負わせた時は、速

やかに次の手続きを実施してください。

なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じた時も、遅滞なく、変更の年月日を付記して

再提出しなければなりません。
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（様式　104）

〒 －
殿

－
－

自
至

号 年 月 日

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 有　　無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無） 有　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 有　　無

１.

２.

３.

４.

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

監 督 員 名

（記入要領） 　報告下請業者は直近上位の注文者に提出すること。
　再下請負契約がある場合は《再下請負契約関係》欄を記入するとともに、次の契約書類の写しを提出する。
　なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負契約関係》欄をコピーして使用する。
　①契約書、又は②基本契約書及び注文書・請書、又は③基本契約約款及び注文書・請書
　一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請負業者編成表を作成の上、元
請けに届出ること。
　この届出事項に変更のあった場合は直ちに再提出すること。

厚生年金保険

工 期

建 設 業 の
許 可

健康保険

号 年 月 日

安全衛生推進者名

年 月 日
年 月 日 注文者との

契　約　日

許　可　番　号

加　入　　　未加入
適用除外

大臣　特定
知事　一般

　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可
　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

工事業
大臣　特定
知事　一般

工事業

厚生年金保険 雇用保険

雇用管理責任者名

（ 所 長 名 ）

雇 用 保 険

現 場 代理 人 名

権限及び意見
申　出　方　法

安全衛生責任者名

第

加　入　　　未加入
適用除外

代 表 者 名

ＦＡＸ

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

健 康 保 険

許可 (更新 )年月日

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

営業所の名称

ＴＥＬ

第

会 社 名・
事 業 者 ID

年 月 日

１.
２.

３.

４.

主 任 技術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

資 格 内 容 担当工事内容

権限及び意見
申　出　方　法

※専門技術者名

（再下請負通知書様式）

施工に必要な許可業種

事　業　所
整理記号等

年 月 日

《自社に対する事項》

元請名称・
事 業 者 ID

住　　所

建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）

直 近 上 位 の
注 文 者 名

現 場 代 理 人 名

【報告下請負業者】

加　入　　　未加入
適用除外

（様式　104）

〒 －
殿

－
－

自
至

号 年 月 日

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 有　　無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無） 有　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 有　　無

１.

２.

３.

４.

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

監 督 員 名

（記入要領） 　報告下請業者は直近上位の注文者に提出すること。
　再下請負契約がある場合は《再下請負契約関係》欄を記入するとともに、次の契約書類の写しを提出する。
　なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負契約関係》欄をコピーして使用する。
　①契約書、又は②基本契約書及び注文書・請書、又は③基本契約約款及び注文書・請書
　一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請負業者編成表を作成の上、元
請けに届出ること。
　この届出事項に変更のあった場合は直ちに再提出すること。

厚生年金保険

工 期

建 設 業 の
許 可

健康保険

号 年 月 日

安全衛生推進者名

年 月 日
年 月 日 注文者との

契　約　日

許　可　番　号

加　入　　　未加入
適用除外

大臣　特定
知事　一般

　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可
　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。
　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

工事業
大臣　特定
知事　一般

工事業

厚生年金保険 雇用保険

雇用管理責任者名

（ 所 長 名 ）

雇 用 保 険

現 場 代理 人 名

権限及び意見
申　出　方　法

安全衛生責任者名

第

加　入　　　未加入
適用除外

代 表 者 名

ＦＡＸ

健康保険等の
加　入　状　況

保険加入の
有　無

健 康 保 険

許可 (更新 )年 月日

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

営業所の名称

ＴＥＬ

第

会 社 名・
事 業 者 ID

年 月 日

１.
２.

３.

４.

主 任 技術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

資 格 内 容 担当工事内容

権限及び意見
申　出　方　法

※専門技術者名

（再下請負通知書様式）

施工に必要な許可業種

事　業　所
整理記号等

年 月 日

《自社に対する事項》

元請名称・
事 業 者 ID

住　　所

建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）

直 近 上 位 の
注 文 者 名

現 場 代 理 人 名

【報告下請負業者】

加　入　　　未加入
適用除外
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（様式　105）

〒 －

－ )

自
至

　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可

　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。

　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

１.

２.

３.

４.

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

担当工事内容

工事業

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人 名 安全衛生責任者名

権限及び意見
申　出　方　法

年 月 日

年 月 日
年 月 日

《再下請負関係》        再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

(℡ 011 －

会 社 名 ・
事 業 者 ID

代 表 者 名

住 所
電 話

許　可　番　号施工に必要な許可業種

厚生年金保険

年 月 日

加　入　　　未加入
適用除外

工事業
大臣　特定
知事　一般

号

大臣　特定
知事　一般

第 号 年 月 日

保険加入の
有　無

健 康 保 険 厚生年金保険

事　業　所
整理記号等

健康保険

１.

２.

３.

健康保険等の
加　入　状　況

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

※［主任技術者、専門技術者の記入要領］

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期 契 約 日     　　年　　月　　日

建 設 業 の
許 可

許 可(更新) 年月日

雇 用 保 険
加　入　　　未加入

適用除外
加　入　　　未加入

適用除外
営業所の名称

第

　４）高等専門学校卒［指定学科］　３年以上の実務経験
　５）専門学校卒［指定学科］　　　５年以上の実務経験
　６）高校卒［指定学科］　　　　　５年以上の実務経験
　７）上記１～６以外　　　　　　１０年以上の実務経験

②　資格等による場合
　１）建設業法［技術検定］
　２）建築士法［建築士試験］
　３）技術士法［技術士試験］
　４）電気工事士法［電気工事士試験］
　５）電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
　６）消防法［消防設備士試験］
　７）職業能力開発促進法［技能検定］
　８）登録基幹技能者
　９）その他（民間資格等）

　主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のい
ずれかに○印を付ける※こと。※選択可
　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合
等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要
な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専
門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技
術者を兼ねることができる。）
　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を
要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
　主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入す
る）
①　実務経験年数による場合
　１）大学卒［指定学科］　　　　３年以上の実務経験
　２）短期大学卒［指定学科］　　３年以上の実務経験
　３）専門学校卒(専門士又は高度専門士)［指定学科］
　　　　　　　　　　　　　　　　３年以上の実務経験

雇用保険

（様式　105）

〒 －

－ )

自
至

　各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数
あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付ける※こと。下請契約又は再下請契約に係る全
ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける※こと。※選択可

　健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

　厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載すること。

　雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載
すること。

１.

２.

３.

４.

※［健康保険等の加入状況の記入要領］

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

担当工事内容

工事業

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人名 安全衛生責任者名

権限及び意見
申　出　方　法

年 月 日

年 月 日
年 月 日

《再下請負関係》        再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

(℡ 011 －

会 社 名 ・
事 業 者 ID

代 表 者 名

住 所
電 話

許　可　番　号施工に必要な許可業種

厚生年金保険

年 月 日

加　入　　　未加入
適用除外

工事業
大臣　特定
知事　一般

号

大臣　特定
知事　一般

第 号 年 月 日

保険加入の
有　無

健 康 保 険 厚生年金保険

事　業　所
整理記号等

健康保険

１.

２.

３.

健康保険等の
加　入　状　況

一号特定技能外国人の従
事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

※［主任技術者、専門技術者の記入要領］

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期 契 約 日     　　年　　月　　日

建 設 業 の
許 可

許可(更新) 年月日

雇 用 保 険
加　入　　　未加入

適用除外
加　入　　　未加入

適用除外
営業所の名称

第

　４）高等専門学校卒［指定学科］　３年以上の実務経験
　５）専門学校卒［指定学科］　　　５年以上の実務経験
　６）高校卒［指定学科］　　　　　５年以上の実務経験
　７）上記１～６以外　　　　　　１０年以上の実務経験

②　資格等による場合
　１）建設業法［技術検定］
　２）建築士法［建築士試験］
　３）技術士法［技術士試験］
　４）電気工事士法［電気工事士試験］
　５）電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
　６）消防法［消防設備士試験］
　７）職業能力開発促進法［技能検定］
　８）登録基幹技能者
　９）その他（民間資格等）

　主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のい
ずれかに○印を付ける※こと。※選択可
　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合
等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要
な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専
門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技
術者を兼ねることができる。）
　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を
要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
　主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入す
る）
①　実務経験年数による場合
　１）大学卒［指定学科］　　　　３年以上の実務経験
　２）短期大学卒［指定学科］　　３年以上の実務経験
　３）専門学校卒(専門士又は高度専門士)［指定学科］
　　　　　　　　　　　　　　　　３年以上の実務経験

雇用保険
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（様式　106）

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

（記入要領） １

２

（四次下請負業者） （四次下請負業者） （四次下請負業者）

安全衛生責任者

担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

許  可  番  号

特定専門工事の該当 特定専門工事の該当

大臣 特定 第000000号 大臣 特定 第000000号

主 任 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定

一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式１号―甲）に基づいて本表を
作成の上、元請に申し出ること。

この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。

工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容
工
事

会社名・事業者ID

大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者

工
事

工 期       年  月  日       年  月  日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

主 任 技 術 者

代  表  者  名 代  表  者  名 代  表  者  名

有 ・ 無

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

許  可  番  号

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

工 期       年  月  日       年  月  日工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

工
事

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当

（三次下請負業者） （三次下請負業者） （三次下請負業者）

第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定

有 ・ 無

工
事

会社名・事業者ID

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

会社名・事業者ID 会社名・事業者ID

大臣 特定 第000000号

担当工事内容

安全衛生責任者

専 門 技 術 者

担当工事内容

工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

代  表  者  名

許  可  番  号

特定専門工事の該当

（二次下請負業者） （二次下請負業者） （二次下請負業者）

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

有 ・ 無 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号

代  表  者  名

主 任 技 術 者

工
事

工 期   　年　月　日 ～   　年　月　日

工
事 担当工事内容

特定専門工事の該当 有  ・  無

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事内容

  　年　月　日

下請負業者編成表

（一次下請負業者＝作成下請負業者）

工
事

許  可  番  号 第000000号大臣 特定

会社名・事業者ID

代  表  者  名

安全衛生責任者

（様式　106）

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

（記入要領） １

２

（四次下請負業者） （四次下請負業者） （四次下請負業者）

安全衛生責任者

担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

許  可  番  号

特定専門工事の該当 特定専門工事の該当

大臣 特定 第000000号 大臣 特定 第000000号

主 任 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定

一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式１号―甲）に基づいて本表を
作成の上、元請に申し出ること。

この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。

工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

担当工事内容 担当工事内容 担当工事内容
工
事

会社名・事業者ID

大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

主 任 技 術 者

工
事

工 期       年  月  日       年  月  日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

主 任 技 術 者

代  表  者  名 代  表  者  名 代  表  者  名

有 ・ 無

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

許  可  番  号

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

工 期       年  月  日       年  月  日工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

工
事

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

工
事

会社名・事業者ID

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定 第000000号

特定専門工事の該当

（三次下請負業者） （三次下請負業者） （三次下請負業者）

第000000号

特定専門工事の該当 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号 大臣 特定

有 ・ 無

工
事

会社名・事業者ID

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

会社名・事業者ID 会社名・事業者ID

大臣 特定 第000000号

担当工事内容

安全衛生責任者

専 門 技 術 者

担当工事内容

工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日 工 期       年  月  日       年  月  日

代  表  者  名

許  可  番  号

特定専門工事の該当

（二次下請負業者） （二次下請負業者） （二次下請負業者）

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

有 ・ 無 有 ・ 無

代  表  者  名

許  可  番  号

代  表  者  名

主 任 技 術 者

工
事

工 期   　年　月　日 ～   　年　月　日

工
事 担当工事内容

特定専門工事の該当 有  ・  無

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事内容

  　年　月　日

下請負業者編成表

（一次下請負業者＝作成下請負業者）

工
事

許  可  番  号 第000000号大臣 特定

会社名・事業者ID

代  表  者  名

安全衛生責任者
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様式 107 
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備考 付表より削除 

 


